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平成 26年第４回更別村議会定例会会議録(２日目) 

 

                             平成 26年12月 15日 

１ 出席および欠席の議員は別表 1のとおりである。 

２ 会議事件は別表２のとおりである。 

３ 地方自治法第 121条の規定により説明のため出席したものは別表３のとおりである。 

４ 本会議の書記は下記の者である。 

事務局長 末田晃啓  書記 酒井智寛  

           書記 鑓水千惠 

           書記 南雲美幸 

 

           議          事 

議   長 ただいまの出席議員は、７名であります。 

定足数に達しております。 

これよりただちに本日の会議を開きます。      （13時 30分） 

議   長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います｡ 

 会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により議長において、３

番赤津さん、４番松橋さんを指名いたします｡ 

議   長 日程第２、議案第 59号、更別村リサイクルセンターの設置及び管理に

関する条例制定の件を議題といたします。 

 議案第 59号について、委員長に審査報告を求めます。 

   堂場総務厚生常任委員長 

総務厚生常任委員長  第４回定例会において、総務厚生常任委員会に付託をされました議案

について、12 月 11 日担当課長等の出席を求め、委員会を開催し審査を

行いました。その結果について報告をいたします。議案第 59号、更別村

リサイクルセンターの設置及び管理に関する条例制定の件は、更別村リ

サイクルセンターの適正な管理運営を図ることを目的とするものであり

ます。慎重に審査した結果、当委員会は、原案のとおり可決すべきもの

と決定をいたしました。以上で審査の報告といたします。 

議   長 これで、総務厚生常任委員長からの報告を終わります。 

委員長報告が終わりましたので、これから質疑を行います｡ 

 議案第 59号についての、委員長報告に対する質疑の発言を許します。 

 （ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから討論に入ります。 

委員長報告は、可決であります。 

これから議案第 59号に対する討論を行います。 

討論の発言を許します。 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります。 

おはかりいたします。 
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 議案第 59号に対する委員長報告は、可決であります。 

 議案第 59号は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第 59号は可決されました。 

議   長 日程第３、議案第 60号、更別村国営土地改良施設の管理に関する条例

制定の件を議題といたします。 

 議案第 60号について、委員長に審査報告を求めます。 

   髙木産業文教常任委員長 

産業文教常任委員長  第４回定例会において、産業文教常任委員会に付託されました議案に

ついて、12 月 11 日、担当課長等の出席を求め委員会を開催し審査を行

いました。議案第 60号、更別村国営土地改良施設の管理に関する条例制

定の件は、平成 26年度で終了する国営かんがい排水事業で整備され、土

地改良法の規定に基づき国から譲与される肥培施設について、適切な維

持管理を行なうことを目的とするものです。慎重に審査した結果、当委

員会は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上で審査の報

告といたします。 

議   長 これで産業文教常任委員長からの報告を終わります。 

委員長報告が終わりましたので、これから質疑を行います｡ 

 議案第 60号についての、委員長報告に対する質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論に入ります。 

委員長報告は、可決であります。 

これから議案第 60号に対する討論を行います。 

討論の発言を許します。 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります。 

 おはかりいたします。 

 議案第 60号に対する委員長報告は、可決であります。 

 議案第 60号は、委員長報告のとおり決定することにご異議ありません

か。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます。 

したがって、議案第 60号は可決されました。 

議   長 日程第４、意見書案第 15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を

求める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   １番 髙木さん 

1番髙木議員 意見書案第 15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見
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書の提案理由を申し上げます。内容につきましては、別紙を参照いただ

き、要点のみ申し上げます。現在、国民健康保険税は高額で、加入者の

生活を圧迫し国民健康保険税を納付することが困難な加入者もいる状況

です。国民健康保険財政に占める国庫負担金の割合は、昭和 58年に総医

療費の 45％から医療給付費の 50％に変更されました。これは総医療費の

38.5％への引き下げとなり、自治体と国民健康保険加入者の負担が増大

した要因となりました。平成 25年度では、自治体国民健康保険財政への

国庫負担は 20％台にまで引き下げられ、一層厳しい状況となっています。

以上のことから、全国的に苦しい財政運営を余儀なくされている国民健

康保険に対する国庫負担の増額を求めるため、別紙意見書を、赤津議員

の賛成を得て提出するものです。ご賛同賜りますよう、よろしくお願い

を申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長 これで討論を終わります。 

これから意見書案第 15号、国民健康保険に対する国庫負担の増額を求

める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （意義なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第 15号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第５、意見書案第 16号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成

の拡充を求める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ４番 松橋さん 

４番松橋議員  提案理由を述べます。ウイルス性肝炎患者に対する医療費の助成の拡

充を求める意見書の提案理由を申し上げます。内容につきましては、別

紙を参照いただき、要点のみ申し上げます。我が国において、ウイルス

性肝炎、特にＢ型肝炎及びＣ型肝炎の患者が合計 350 万人以上とされる

ほどまん延しており、国の責めに帰すべき事由等によるものであるとい

うことは、肝炎対策基本法等において確認されているところであり、国

の法的責任は明確になっています。ウイルス性肝炎患者に対する医療費

助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されていますが、対象

となる医療が、インターフェロン治療とＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治

療に限定されているため、医療費の助成対象から外れている患者が相当

数に上り、高額の医療費を負担せざるを得ないだけでなく、就労不能の
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方も多く、生活に困難を来しています。また、肝硬変を中心とする肝疾

患も身体障害者福祉法上の障害認定の対象とされているものの、医学上

の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されない

という実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支

援の実効性を発揮していないとの指摘がなされています。 

以上のことから、国において、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助

成を含む生活支援を拡充するため、速やかに必要な措置を講ずることを

求め、別紙意見書を、本多議員の賛成を得て提出するものです。ご賛同

賜りますよう、よろしくお願い申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 16号、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の

拡充を求める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます。 

したがって、意見書案第 16号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第６、意見書案第 17号、必要な介護サービスを受けられるよう求

める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ３番 赤津さん 

３番赤津議員 意見書案第 17号の提案理由を申し上げます。必要な介護サービスを受

けられるよう求める意見書の提案理由を申し上げます。内容につきまし

ては、別紙を参照いただき、要点のみ申し上げます。６月の通常国会で、

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の

整備等に関する法律が可決されました。要支援者の訪問介護と通所介護

が介護予防給付から外され、また、特養への入居・入所も要介護３以上

に制限するとしています。さらに、一定以上の収入のある方の利用料２

割負担への引き上げ、低所得者の施設入所の居住費、食料を軽減する補

足給付を制限するなど、これまでにない負担と給付制限が加えられよう

としています。以上のことから、介護を必要とする高齢者がこれまでど

おり介護福祉士など専門性を持った職員によるサービスを継続して受け

られるよう求めるとともに、誰もが必要な介護サービスを受けられるた

めに、介護保険料の負担を軽減し、介護サービスの基盤整備が図られる

よう自治体に必要な財源を援助することを求め、別紙意見書を、松橋議
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員の賛成を得て提出をするものです。どうぞご賛同賜りますよう、よろ

しくお願い申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 17号、必要な介護サービスを受けられるよう求め

る意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、意見書案第 17号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第７、意見書案第 18号、所得税法第 56条及び関連条項の見直し

を求める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ７番 本多さん 

７番本多議員 

 

所得税法第 56 条及び関連条項の見直しを求める意見書の提案理由を

申し上げます。所得税法第 56条は、家長制度の廃止により個人単位主義

を原則としたことで、家族間で所得を分散し、不当に累進課税を逃れる

租税回避的な行為が横行することを防止する趣旨のもと制定された条項

です。しかし、法が制定された昭和 25年当時と比べますと、女性の社会

進出や家族観など社会通念も大きく変化した今日、伝統的な法解釈だけ

で合理的な判断を下すことが困難な時代背景となっております。事業主

の所得から控除される自家労賃は、配偶者の場合で 86 万円、家族で 50

万円だけであり、このわずかな控除額が家族従業者の所得とみなされる

ため、子どもが結婚しても家や車のローンも事業主名でないと組めない

など、社会的にも経済的にもまったく自立できず、後継者育成にも大き

な妨げとなっています。以上のことから、自家労賃が必要経費として認

められるよう、時代に即した概念のもと、国における抜本的な税制改正

の議論の中で見直しを図ることを求め、別紙意見書を、高橋議員の賛成

を得て提出するものです。ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上

げまして提案理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 



 6 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 18号、所得税法第 56条及び関連条項の見直しを

求める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、意見書案第 18号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第８、意見書案第 19号、介護・子どもに係る平成 27年度予算の

充実・強化を求める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   １番 髙木さん 

1番髙木議員 意見書案第 19号、介護・子どもに係る平成 27年度予算の充実・強化

を求める意見書の提案理由を申し上げます。内容につきましては、別紙

を参照いただき、要点のみ申し上げます。介護保険制度については、保

険給付として要支援１と２の高齢者に提供されてきた訪問介護と通所介

護が、平成 27年４月から３年間かけて市町村事業への移行が進められま

す。この見直しについては、多くの関係者及び関係団体からは、地域資

源や財政基盤による地域間格差の拡大や必要なサービスが提供されない

ことによる要支援者の介護の重度化及び介護労働者の処遇低下などに関

する不安が指摘されてきました。また、平成 27年４月から本格実施が予

定されている子ども・子育て支援新制度については、必要な予算が確保

されていないことから、保育の質の改善策として実施が予定されている

保育士の配置基準の見直しや処遇改善及び放課後児童クラブや児童養護

施設等の改善が極めて不十分な内容となっています。以上のことから、

介護保険制度については、地域間格差やサービス低下及び福祉労働者の

処遇低下を招くことなく、制度の充実をはかるとともに、子ども・子育

て支援新制度については、保育の質を改善することを求め、別紙意見書

を、赤津議員の賛成を得て提出するものです。ご賛同賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長  説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 19号、介護・子どもに係る平成 27年度予算の充
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実・強化を求める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、意見書案第 19号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第９、意見書案第 20号、手話言語法制定を求める意見書の件を議

題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   ２番 髙橋さん 

２番髙橋議員 手話言語法制定を求める意見書の提案理由を申し上げます。内容につ

きましては、別紙をご参照いただき、要点のみ申し上げます。手話とは、

日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の

語彙や文法体系をもつ言語で、聴覚障がい者にとって、日常生活や社会

生活を営む上で、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段となって

おります。国連総会において、平成 18年 12月に採択された障害者権利

条約の第２条に、「言語とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言

語をいう」と定義され、手話が言語に含まれることが明記され、我が国

は、平成 19年９月にこの条約に署名したものの、権利条約批准に当たり

国内法の整備が必要なため、平成 23年７月に障害者基本法を改正し、手

話は言語であることを明確に位置付けました。しかし、この規定だけで

は音声言語中心の社会から、ろう者が暮らしやすい社会へと変革する推

進力として不十分であり、権利条約で言語に関連して置かれている様々

な規定に対応し、手話を獲得する、手話で学ぶなどの権利を保障するた

めには、専門法である手話言語法の制定が必要です。以上のことから、

国及び政府において、手話言語法を制定するよう強く求めるため、別紙

意見書を、本多議員の賛成を得て提出するものです。ご賛同賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げまして提案の理由といたします。以上でご

ざいます。 

議   長  説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長  質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります｡ 

これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

（原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 20号、手話言語法制定を求める意見書の件を採決

いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 



 8 

 したがって、意見書案第 20号は原案のとおり可決されました。 

議   長 本日の会議時間は、議事の都合によって延長します。 

この際、暫時休憩いたします｡ 

 午後６時まで休憩いたします｡           （14時 00分） 

議   長 休憩前に引き続き会議を開きます｡         （18時 00分） 

議   長 日程第 10、村政に関する一般質問を行います｡ 

 順次発言を許します｡ 

   ７番 本多さん 

７番本多議員 議長に許可をいただきましたので、通告にしたがいまして一般質問さ

せていただきます。私、あの、村長が今回２期目の村政執行の総括と今

後の村政運営について伺います。岡出村長が２期目の村政を携わり、早

いもので３年７ヶ月が過ぎたところでございます。村長が２期目の就任

にあたっては、日本一美しい豊かな村を政治信条に、総合計画の基本目

標、いつまでも住み続けたいまち、豊かさ、安心、笑顔あふれる夢大地

の実現に向けて、４つの柱で三十数項目の公約を掲げ、村政を担ってき

たというふうに思います。しかし、少子高齢化、人口減少問題など課題

が山積する中、それらの変化を捉え、政策の実現に向けて日々努力され

たというふうに思っております。これは多くの村民も一定の評価をして

いるのではないかなというふうに思います。村長自身、村政執行にあた

り、公約の進捗状況も含めて、総括的な評価をお伺いいたします。次に

今後の村政運営についてでございますが、来年は選挙、改選の年でござ

います。再度村政を担う考えがあるのか、これについてもお伺いいたし

ます。よろしくお願いします。 

議   長   岡出村長 

村   長 本多議員からご質問いただきました２期目の村政執行の総括と今後の

村政運営についてお答えを申し上げます。まず２期目の村政執行の総括

であります。更別村は日本一美しく豊かな村になれる可能性を秘めてお

りまして、また将来の更別村のためにも希望や夢を抱き、自助、共助、

公助の役割を持って、みんなでその実現に向かうことが総合計画に掲げ

る、いつまでも住み続けたいまち、豊かさ、安心、笑顔あるふれる夢大

地の実現につながるものと考えて、各種の施策を進めてまいりました。

こうしたことを前進させるべき２期目の公約として、４本の柱に 35 項

目、具体的には 84の細目について、村民の皆様にお約束をいたしました。

公約の中で、中期的視点にたった新住宅団地の計画づくりや、開発跡地

の具体的な計画づくりなど、一部について遅れておりますが、これらに

つきましても、重要課題として多角的な検討を進めてございまして、公

約のほとんどについては私なりにその実現に努めてきたところでありま

す。しかしながら自己評価や進捗状況となりますと、非常に判断が難し

いところでございまして、村民皆様方の評価も様々と思っているところ

であります。また推進してまいりました施策へのご批判や手法等への疑

問の声など、私なりに承知をしているところでもございます。さらに村

民の信頼を失う失態もございました。しかしながら長年の課題でありま
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した更別農業高等学校の校舎大規模改造や十勝スピードウエイへのメガ

ソーラー誘致と再生など、関係者のご努力をいただき、前進をみたとこ

ろであります。こうしたことなどを考えあわせまして、非常に甘い判断

と言われると思いますけれども、合格点はいただけるものと自己評価を

いたしているところであります。次に、今後の村政運営についてであり

ます。私の政治信条として、強い理念にもとづいて村民にお約束をした

こと、任期ごとに区切りをもってしっかり果たし、大きな課題を残さな

いように努めてまいりました。２期目の任期中、もろもろの環境の変化

により、不十分なものもございますけれども、農業基盤の整備、国営灌

排事業、高規格道路更別インターおよび大樹インターの開通、商工会で

ご努力中の交流拠点づくり、あらたな酪農、畜産の振興方針づくり、上

更別幼稚園の整備等、運営の方向付けなど、一定の方向性や開所の目処

をつけることができたと私は思っております。こうした中で今後の課題

としては、ただ今申し上げましたことの更なる実行と厳しさを増す地方

の創生、更別村の新たな創生事業にあるわけであります。現在、村の創

生計画づくりに取り掛かっておりますけれども、これまでの施策に加え、

新たな発想による展開が特に必要と、創生が図られるべき計画の策定が

重要と思っております。またこの創生計画と連動する形で、平成 28年度

からは第６期の更別村総合計画の策定作業が本格的になってまいりま

す。そして更別村のような小規模な村は、時代潮流の早い中で、特にマ

ンネリズムというものが一番恐ろしいことでありまして、特別の危機感

をもって挑戦し続けることが重要と思っているところであります。こう

した新たな重要な計画づくりに始まり、力強い展開によって効果を上げ

るには、どうしても５年、10年単位のですね、継続した年数と切れ目の

ないエネルギーが必要と考えているところであります。こうしたことか

ら、一区切りついたこの期に、新たなリーダーに託すべきと判断、決断

をいたしたところであります。したがいまして、自身の後援会から再三

再出馬のご要請を賜りましたけれども、お許しをいただき、次期村長選

には出馬しないことといたしたところであります。本多議員には身に余

るご質問いただきましたこと、心から感謝を申し上げますとともに、残

された任期、全力を傾注し、全うしてまいるものであります。以上、お

答えといたします。 

議   長   7番 本多さん 

7番本多議員 ご答弁ありがとうございました。２期目の総括につきましては、村長

の答弁のとおり概ね、あの、事業について取り組み、そして達成に向け

て進んでいるかというふうに思いますが、先程も村長の申してましたと

おり、開発の跡地の利用を含めた市街地の活性化問題、また少子化高齢

化問題、人口減少問題については、まだまだ道半ばではないかというふ

うに思っております。それで村長は常日頃から村民の参加と対話を重視

して村政をやってこられました。多くの会合やイベント等にも出席され

て、多くの村民と直接対話をして、地域の情報や状況などを把握した中

で、諸課題に取組んできたふうに思っております。その政治精神、政治
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姿勢についてはですね、私も強い熱意を感じたところでありまして、そ

れは本当に多くの住民も評価しているんではないかな、というふうに思

っております。これが私の失礼ですけども、評価とさせていただきます。

次にですね、今後の村政運営についてでありますけれども、これは本当

に大変な驚きでございます。村民の皆さんもですね、本当にびっくりし

て失望を感じたんではないかな、というふうに思っておりま。本当に引

退される理由がちょっと見当たらない、っていうふうに自分は思ってい

るわけです。そういうことで、こういうことはですね、村長就任当初か

ら支持していただいた皆さんに、どのように理解していただけるか、ま

たどのように説明されるかっていうのがちょっと、村長の考え、聞かせ

ていただきたいと思います。またあの、村長というのは、当たり前のこ

とですが、議員と違いまして村の執行者でございます。１期目は多分前

任者の継承、そして２期目で自身の政策の立案、３期、４期で実現、そ

して総仕上げというふうにいくのが、村政執行者の手法ではないかとい

うふうに思うんです。そういった中で、２期で引退されるということは、

ちょっと中途半端っていうような気もするわけです。その辺について、

村長はどういうふうにお考えかお伺いします。 

議   長   岡出村長 

村   長 先程もご答弁をさせていただきましたけども、やはり私たちの、私ど

もの責任につきましては、４年ごとの区切りをもってやらなければなら

ない。その中で、いかに任期を重ねたでなくて、その任期中にいかに仕

事をしたかと、そういうことに私は尽きるものだと思ってこれまでもや

ってまいりました。しかし、道半ばという声も、本当に暖かい声をいた

だけるわけでありますけども、大きな課題を残しつつですね、辞めてい

くというものは、私は本当に無責任だと思ってございますけども、私が

進めた仕事につきましては、一定の区切りをつけたと思っているところ

でありまして、次にはやはり計画づくりに始まり、新しいやっぱりリー

ダーのエネルギーを持った行動力に、私は更別村にとって大変大事なこ

とでないかと思ってですね、いろいろ悩み苦しみましたけども、決断し

たわけであります。私はですね、私の進めてきたことは、必ず次のリー

ダーも受け継いでいってくれると思いますし、また次のリーダーの考え

で新しい展開が生まれるということを期待しているわけであります。本

多議員からはですね、本当に再度申し上げますけれども、身に余るお言

葉をいただきました。本当にありがたく思ってございます。答弁になっ

たか、ならないかわかりませんけども、私はこのことは村にとって一番

いいことだと思って、決断したわけでありますんで、ご理解をいただき

たいし、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

議   長   ７番 本多さん 

７番本多議員 これが最後の質問でございますけども、後援会のご了解もいただいた

ということと、ご本人の引退の決意は固いというふうに自分も判断した

わけですが、２期目でお辞めになるということは、当然あの村長がです

ね、村長の意思を継いでいただきける後継者っていうことについて考え
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もあろうかと思います。そこで村長がお辞めになるにあたって、その後

継者についてはどういうふうにお考えか、これはあの、村長が辞めるに

あたっての最後の責務だというふうに自分は思っているわけですけど

も、その辺についてどうですか。 

議   長   岡出村長 

村   長 私が進めてきたことを次にですね、活かしていってもらえるという私

の強い思いはありますけども、これはですね、やはり村民が最終的には

決める問題でありますので、いろんな後継者の名前が挙がり、村民が最

終的に決めていって欲しいものだと思っているところであります。辞め

るにあたってですね、後継者を私の判断で指名し、また決めていくとい

うことについては、今の段階ではですね、これは村民に対して失礼だと

思いますので、お答えはちょっと申しかねますけれども、そのような形

になればいいなということで思ってございますので、今後私の行動も、

多少そのような方向で取っていかなければならない、場面によっては取

っていかなければならないと考えているところであります。 

議   長   ７番 本多さん 

７番本多議員 もう最後、質問終わりですね。村民の選挙だというお話でございます

けれども、できれば本当にね、継承していただきける方をご指名いただ

いて、それに対して対抗する方がおれば、またこれ選挙っていうことで

ございますんで、そういったことが望ましいんではないかな、というふ

うに自分は思いますが、そういうことでよろしくお願いします。終わり

ます。 

議   長    ４番 松橋さん 

４番松橋議員 通告にしたがい質問させていただきます。今、同僚議員からそういう

質問がありまして、村長のお言葉も聞きまして、僕自身は、当然続けて

努力されるものだと思っておりましたんで、青天の霹靂ですけども、残

された期間、村長とは酪農問題、農業問題は本当に僕も一緒の時期です

から、充分論はしてきたんですけど、まだなかなか道、農業の部門、酪

農部門はまだ道半ばだと思って、しつこいようですけども、酪農、畜産

について、若干質問させていただきます。それでですね、今の酪農が危

機的状況というのは、もう何回も私の方からも話しています。新聞報道

でもありますから。やはりその、一番村としてこれから考えなきゃいか

んのは、若者の定住化を目指すと。いろんな産業を起こして、それでな

ければ、街中の活性化もありませんので、将来の人口減に挑むためにも、

雇用の場としての酪農、畜産の振興について、質問させていただきます。

肉付けはちょっと後ですけども、先に将来の村の自立問題にも大きな影

響をする、少子高齢化社会、2025年問題を含めて、大きな社会問題にな

っていくのはもう事実です。それで、酪農、畜産では規模拡大は大いに

していますが、多くの経営者はやはり人手不足で、切実な問題を抱えて

おります。一つ目には働きやすい労働環境、それから支援体制の確立、

で今の若者について若干調査をしてある機関がありますけど、今の若者

は給料よりも休暇を選ぶと。それと住宅環境、まわりの環境も非常に求
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めると。それと二番目に更別も進んではきていますけども、外部化と省

力化。外部化ということは、コントラクター、ＴＭＲセンター、それか

ら村長に前にも質問しましたけど、育成、哺育施設事業のやはり確立、

それから自動搾乳技術の導入。入ってはきてますけど、その検討ですと。

三番目に新規就農者受入特別措置条例、これは平成 10年に更別で作られ

て、ところが全然さわってないんですね。これ、後ほど肉付けでちょっ

と言わせてもらいますけども。それでですね、更別の置かれている状況

から質問させてもらいます。団塊世代が 75歳を迎える 2025年問題、こ

れはもう新聞報道、日本中騒がれていることです。それから少子化、世

界でも例がない超高齢化社会、４人に１人が 65歳以上になりますと。国

も働き手を増やして、少子化に歯止めをかけるために、種々の支援策を

検討してますが、効果が出るまでには時間がかかります。それで先般、

国立社会保障人口問題研究所が発表したところによりますと、更別村の

人口は 2040 年で 2,750 人。それで 20 歳から 39 歳の若年女性、これが

178 人。これはあの、若年女性人口変化率というんですけども、それで

いきますと 43.2％が減りますよと。十勝の平均が 44.6でありますから、

若干の差があるものの、全道の平均 47.5よりは更別の女性の減少が少な

いと。それが総人口の十勝管内でも 50％減少すると推計される町村があ

ります。それらと比較しますと、更別はまだ良い方という考えもあるで

しょうが、このままの人口減でいきますと、将来村の自立問題に大きく

影響することは間違いないと考えます。国も道も日本創生会議等で人口

減少に関する基本認識を共有するため、数々の提言を行っております。

一つには、子どもを産み、育てたい希望を叶える。二つ目、本道の強み

を生かした産業、雇用の場を創る。三つ目が住み続けたいと思える生活

環境を整える。四番目が北海道らしさを生かして、人を呼び込み、呼び

戻すと。そういうことで、この中で村として早急に取り組む必要がある

のは、やはり若者の定住化を目指しての酪農、畜産の振興が一番だと私

は考えております。ここでまあ、酪農の現況を確認をちょっとさせても

らいます。酪農、畜産の現況は生乳不足によるバターの緊急輸入、街中

でバター不足が顕在化、バターはなぜ不足しているのか、やはり消費者

の問いに対する情報発信の必要があると思います。酪農が生命産業とし

て人々の食生活に不可欠であるもの、輸入に頼る現在の状況は異常な事

態であることを、広く消費者にやっぱり理解されることが大事だと思っ

ております。更別に乳牛工場は立地されていませんが、今以上の減産が

続くと、工場の雇用まで影響がでることは必須です。それで次に、昨年

度の十勝酪農の離脱の要因、４項目、高齢化と後継者問題が 10戸、それ

から耕種部門への転換が９戸、乳、雄育成部門への転換が８戸、それか

ら負債問題等、経営者の事故、病気、死亡が７戸、これ以前は多額の投

資を必要とする酪農経営は、負債問題が一番の課題でありました。現在

は高齢化、後継者問題が一位になっております。またＴＰＰ交渉の行方

が懸念される生産現場では、投資に対する強い不安感があります。それ

と円安による生産コストの上昇。配合飼料はかつてキログラム 40 円、
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2013年度、昨年ですね、65.2円キログラム、昨今では 70円台に入って

おります。こうした生産原価を用いて、また電気料金の値上げ等で 90円

に達しないプール乳価では、経営を維持して利益を出すのが非常に難し

い状況です。ただ、逆に反転攻勢の動きもありまして、一部の地区では

ＪＡが出資法人で動き、ＪＡ出資で酪農法人の設立を考えていると。そ

れから牛の糞尿の活用、バイオマス発電の動き等ももちろんあります。

それで更別なんですけども、なかなかメガファームの設立も聞こえてこ

ない中で、やっぱり地元の更別酪農の緊急課題として、先程述べました

ように、ＴＭＲセンターの更なる充実、コントラクターの増設、哺育育

成センターの設立、特に今回の質問の要点でもあります平成 10年に作成

されました新規就農者受入特別措置条例、これが更別の 10 年から今ま

で、改定がされていないというか、過去に 1 名更南地区へ入っておりま

す。それから和牛農家に借地で府県から来てがんばってこられた方もお

られます。更別の新規就農者の受入状況を若干知っていて調べてみたん

ですね。第２条の１、２で酪農経営も畑作経営共に、施設及び農地保有

面積、乳牛飼養頭数を含め、本村の平均規模以上を確保できる者と、こ

う謳っているんですね。それで三番目に満たない者であっても、特に村

長が認めたものと、これは若干逃げ道かなと思っているんですけども。

それで第７条に奨励金、利子助成金等の条文がありまして、その基本的

な問題である研修期間、農業経験等のやる気、適性等に対する条文があ

りません。ここで申し訳ないんですけど、広尾町の例を、広尾町の新規

就農者融資の条例から抜粋をちょっとさせていただきました。ここはあ

の、20 年間で 13 戸が新規就農しているんですね。町内の酪農家の１割

強を占めていると。それで就農希望者の相談には、町とＪＡでつくる担

い手センターが応じる。面接を繰り返してやる気、適性の判断をする。

その上で酪農家で２年間の研修を積み、新規就農者と認定をされると。

農業公社が離農者から買い取った経営資産５年間を借り、町はリース料

の半額を助成、購入後の３年間は固定資産税相当額を交付すると、それ

で今年の８月に２年間の研修で地元の研修を３ヶ月に短縮したそうで

す。というのは町外での研修経験も含み、それも定住に結びつくとの判

断、それだけ酪農が危機というか、急いでいるという。それで少なくな

いっていうか、ほとんどの農家が後継者確保に苦慮します。なかなか息

子さん、お婿さんと、更別はわりと順調にきているとは思いますけども、

それで農外からの新規就農がもう非常に今、注目されています。新しい

次世代の参入を求めるのは、村の活性化にとって僕は不可欠だと思って

おります。農外からの新規参入は、農地、技術、資本といった経営資本

をゼロから蓄積しなければならず、経営安定まで多くの時間を有するの

は当然であります。それで地域農業の中に新たな人材を確保、育成すべ

き、やはり地域戦略として積極的にそれを位置付け、自治体、ＪＡは農

家生産者に任せっきりでなく、更別農業の次世代の担い手の確保を戦略

として構築することが重要であると。地縁、血縁が全くない都会生まれ

の、都会育ちの人間には、極端なこと言うと農家になる方法がわからな
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い人もいる。市町村の歳入減少、個人の所得でまあ経済が短縮してでも、

市町村財政が万が一滅ぶことがあっても、自給自足が基本の農家、農村

が滅ぶことはないと、僕自身は思っています。それでここに村長、まだ

任期４月まで僕もありますんで、継続とはさっき言いましたですけど、

お考えあればどうぞ。 

議   長   岡出村長 

村   長 松橋議員のご質問にお答えを申し上げます。松橋議員のご指摘のとお

り、人口減少は本村の存立に大きな影響を及ぼすものでございます。日

本創生会議から発表されました人口推計で、2040年の本村の人口は 2010

年と比較をいたしまして、18.9％、641 人減少して 2,750 人になると推

計されているわけであります。これは管内的にはですね、減少率は低い

わけでありますけれども、このことはやはり深刻に受け止めなければな

らないわけであります。本村はこれまで基幹産業である農業を中心に地

域振興を進めてきておりますけれども、質問のとおり、特に酪農、畜産

は急激な円安や消費増税、電気料金の再値上げ等によって、より経営環

境が厳しくなっており、人出不足や高齢化なども相まって酪農戸数の減

少に歯止めがかからない状況にあるわけであります。その中で本村農業

の更なる振興発展には、酪農、畜産の振興が必要不可欠と考えるもので

あります。そこで議員の質問の一点目にあります、働きやすい労働環境、

支援体制の確立につきましては、これまでも酪農、畜産経営基盤の安定

化のために、酪農ヘルパー組合への助成等を進めるとともに、地元雇用

促進事業を創設し、労働力の確保の支援を進めてまいったところであり

ます。今年の 10月に更別村農業経営生産対策推進会議において、決定を

いたしました更別村酪農振興対策の推進方針、併せて更別和牛振興対策

の推進方針に基づきまして、新年度より取り組める対策からですね、実

施を図るべく国の補助事業採択に向けて、産業クラスター協議会を設立

するなど、新たな支援対策を講じようと準備をいたしているところであ

ります。また、国ではですね、人口減少社会に向けて、まち、ひと、し

ごと創生法を制定し、本格的な地方創生対策を進めておりますけれども、

地方自治体も努力義務として戦略方針の策定が求められ、本村におきま

しては、12月 1日に更別村まち、ひと、しごと創生本部を設置し、魅力

ある仕事づくり、人を呼びこむ戦略づくりに取り掛かっておりまして、

当然ながらその中に酪農、畜産振興対策を盛り込まなければならないと

考えているところであります。住環境の改善に関しましては、現在本村

では賃貸住宅の建設促進事業、公営住宅の若葉団地建替えを実施中でご

ざいまして、曙団地の建替えも予定しておりますが、住環境の一層の充

実に努めていかなければならないと思っているところであります。この

ことは先に申し上げましたとおり、更別村まち、ひと、しごと創生本部

において、関係機関、団体とも協議しながら、住環境の整備を検討して

まいりたいと思ってございます。二点目の外部化とですね、省力化につ

いてであります。一点目でも申し上げましたとおり、更別村農業経営生

産対策推進会議で決めました、更別村酪農振興対策の推進方針、更別和
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牛振興対策の推進方針の中で、多くの提言を元に施設整備に対する支援、

規模拡大や新規就農、酪農業雇用拡大等のための法人化の推進、村営牧

場を含めた哺育育成預託施設の再編、整備、自給飼料の安定確保対策と

しての、既存ＴＭＲセンターとの連携強化、そして新たなＴＭＲセンタ

ーの整備、良質飼料の確保対策としてコントラクターの有効活用及び支

援策について、推進方針に盛り込んでございまして、農業者の要望を把

握しながら、関係機関等協議、連携の上に、必要な対策を行うこととし

ております。三点目の新規就農者特別措置条例の見直しに関してであり

ますが、更別村新規就農者受入特別措置条例にはですね、条例はですね、

制定の当初、北海道農業開発公社の農場リース事業を活用いたしまして、

離農農場を居抜き方式で継承する、酪農新規就農者に向けて制度設計さ

れた経緯がございます。酪農経営におきまして、施設規模、施設、乳牛

飼養頭数及び農業地の保有面積が本村の平均規模以上を確保できる者、

畑作経営においては、施設及び農業地の保有面積が本村の平均規模以上

を確保できる者、などと規定はされております。この要件は、就農後す

みやかに経営をですね、安定させるために本村基本構想に規定する営農

累計の面積確保が必要であるとの考えに基づくものでございますけれど

も、現在 50ヘクタール以上といわれる本村の平均経営面積以上を確保し

ようとした場合、当然施設の取得に多額な資金を必要とし、条例適用を

受けて新規就農しようとしても困難な状況にあると思っております。そ

うした中ですね、平成 26年度に成年就農給付金制度が改正されましたの

で、この制度との整合などを含めまして、現在条例の見直し作業を行っ

ております。各種要件について、農業委員会、ＪＡなどの関係機関、団

体と協議を進めて、見直していく考えでございます。更別村におきまし

ては、幸いな事にですね、未利用地だとかそういうのが多くございませ

んので、広尾だとか他のですね農業地帯とは多少異なる条件もございま

すけれども、私はですね、国内の生乳不足等を考えるときにですね、こ

の酪農畜産の振興というものはやはり必要であるということで、今年、

本年度ですね、ＪＡ等も含めてこの問題について、鋭意検討をすすめて

きたところであります。以上、お答えといたします。 

議   長   ４番 松橋さん 

４番松橋議員 一つひとつに、ご丁寧にお答えをくださり、ありがとうございました。

それでですね、今村長の言葉からもありましたように直すとこは直す、

やはりやれるところから手を付けていくと。大きな問題ですから当然そ

うだと思います。それで今村長の成年就農給付金の話もありましたんで、

ちょっと若干調べたんで、今、農業、農村における人材の確保には非常

に国も、自治体も高まりがあるのはもう承知です。それで 2010年度から

実施の人・農地プラン、地域農業マスタープラン、言われるんですけど、

その中で成年就農給付金、研修期間は２年間ですよと。経営安定するま

での就農直後の５年間は、所得をサポートしますよと。年間 150 万です

けど。それで政策的には、更別もまあ、それにのっていますけど、地域

おこし協力隊、それから集落支援員、これは総務省、それから田舎で働
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き隊、これが農水省、それで若干調べてみたんですね。農水省の農業改

善動態調査、新規就農者のうち外部人材が新規参入者、外部から入って

きた新規参入者は 2008年から 10年で大体 1年 2,000人前後。それから

新規雇用者、これ農業法人に常雇で雇用される人々、だいたいこれが

7,000人から 8,000人。それから農家世帯の新規学卒就農者これは 2010

年で 16,000人、全国ですよ。それから最も数が多いのが、離農者から他

産業、もともと離農してるんですけども、それから他産業からまた農業

へ戻られる方、定年帰農とか、いろいろ言葉あるんでしょうけど。食業

から農業へ参入する人。この人達が 06年から 08年で大体年 40,000から

50,000人で把握はちょっと難しいらしいんですけど。やはりこうした人

材を、農村農業の現場でいかに育成確保するかが、これから大命題だと。

やはりそれでこの、外部人材の人々も含め、地域全体で農業、農村に対

する理解、理念の共有化の作業をして、事業分野の垣根を超えて自治体、

ＮＰＯ法人、ＪＡも含む関係機関のネットワークの組織の確立が急務と、

こう謳われているんですね。当然のことだと思います。それでもう一点、

農林水産業地域活力創造プランは聞いたことあると思うんですけど、そ

れでこれ長いんで、政策の展開方向ということで、その③に今問題とな

ってます農地中間管理機構の活用等による農業構造の改革と生産コスト

の削減、農業の競争力強化、持続可能とする構造改革を加速する、これ

ちょっと中略なんですけど。で、都道府県ごとに農地中間管理機構を整

備し、分散錯綜する農地を整理して、担い手ごとの集積集約を推進する。

まあ、今農業委員会等で。それで大事なことは今後 10年間で担い手の農

地利用が全農地の８割を占めるよと。これ国の目標ですよ。農業構造を

確立、新規就農者を定着する農業者を倍増し、10 年後に 40 代から農業

者を、農業従事者を 40万人に拡大するよと。要するに農業を戦略的なも

のとして、新規就農者に頼らざるを得ないと。既存の農家だけでは、こ

れは無理ですよということ国もわかっていて、それでまあ、更別も条例

を変えていただくとお話ありましたんで、すごい期待するとこあるんで

すけど。あの、2010年で、ちょっと書類があれなんですけども、それで

急いでやってもらわなければいけないというのが、やはりこう手を挙げ

てる人が府県にでも、道内にでも、もしいるとしたら、やはり、今推進

会議等で検討中だということですけども、やはり急いで有能な人材を確

保する体制を作っておかなければ、やはりよその町村に負けるとは言い

ませんけども、更別の酪農がだんだん歯抜けになってって。畑作でね、

年雇用はちょっと難しいんで、特に更別のように野菜もない、ハウス栽

培もない、やはり畜産、酪農にウエイトを置いて、新規就農者を受け入

れる整備を、早くしていかないとだめだと、私自身が思っています。間

違ってもいないと思いますけども。その点、若干お考えがあればお聞き

したいんですけど。 

議   長   岡出村長 

村   長 

 

いろいろとですね、ご質問いただいた訳でありますけれども、やはり

ですね、新規就農を進めていくためには、農業の多角経営が、私は必要
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だと思っているんですね。そのためには法人化をして、優秀な人材を引

き受けていくと。そして、そのことがですね、新規就農に繋がっていく

もんだと思ってございます。いきなりですね、研修そして自営をすれと

いっても、これはもう今の更別の規模では、困難なことでありますので、

そういって、そうやって、法人化をして大型経営をし、また新規就農を

どんどん社員として受け入れていくという型、そして家族経営でもいい

から施設を整備して、自分の理想を求めてですね、酪農、畜産経営をし

ていく、それから人の施設、空き施設を借りて、新規就農したい、いろ

んなこれね、形態を考えながらこれからやってかなければ、一つのパタ

ーンだけでいきますとですね、これはもうなかなか難しいことなんです

ね。ですからこれからの推進方針というものは、いろんな角度から検討

し、可能なものを可能にしていくということで、前向きにいろんなこと

を捉えながらしていくことが、私は重要でないかと思っているんですね。

今のような経営規模でいきますと、まず新規というのは不可能でありま

すし、畜産の方で空き施設をやろうという方はですね、可能なのかもし

れませんけども、それとて支援をしなければ今の段階では難しいと判断

してございますので、これらについて議員ご質問のことなどについてで

すね、これは本当に掘り下げて検討して農協、ＪＡともですね連携を取

りながら進めていかなければならないと思ってございます。私の任期は

ですね、４月の 26日までとなってございますけども、この計画推進方針

については、各関係機関で、これはもう確認したことでありますので、

各関係機関がいかに実現に向かってまい進していこうというか、前進し

ていこうということでございますので、これは可能なものについては、

それぞれの役割分担をもって、鋭意進めていくべきだし、そうしなけれ

ばならない、と私は思ってございます。 

議   長    ４番 松橋さん 

４番松橋議員 丁寧な説明、ありがとうございます。そのとおりだと思います。ただ

休む暇がないのも事実なので、昨日選挙終わりましたけども、おそらく

ＴＰＰも加速化されるでしょうし、信任したわけではありませんけども

何か雰囲気的にそんな。それで、今後議論がおそらく加速するのが、農

業委員会の問題、それから農業生産法人、それから農協の一体的改革、

農協では中央会制度が政治的な焦点になっています。それであの、まあ、

今年も豊作で 108億とかって計画、この間聞きました。果たして 108億

で喜んでていいのかどうかっていう、農業者としての疑問は若干あるん

ですけども、それで 2010年農業センサス、まあいつも出しているやつ、

その時に農業人口は約、農業就業人口ですね、260 万戸、1990 年で 482

万戸の農家が半分ほどに減ってる。それでこれ表があるんですね、この

ペースで落ちていくと、もうすぐ 2025年には、農業就業人口はゼロにな

る計算になっている。それはありえないと思うんですけども、なぜ急が

なければいけないかというと、現在の酪農家戸数は 18,600戸、牛乳生産

量は 850 万トン、やはりもう、農業に外部人材の活用を求めなければ消

滅、まあ、ある酪農雑誌には崩壊寸前の北海道酪農がって。やはり酪農



 18 

が圧倒的に労働時間が長いですね。村長が言った、大規模ですし。規模

が大きくなればなるほど労働面の課題が大きく、雇用も含めて出てきま

す。商売としては、利益が上がっても、生活の質に向上しない面がある

と。やはりそれは言われている通りです。やはり今まで以上に、搾乳ロ

ボットの導入やＴＭＲセンター、共同での哺育センター、育成センター、

外部の省力化が求められる産業だと思っております。まあ、あの、気持

ち同じなので、もうやはり、任期は４月一杯、まあ私もそうですけども、

そのいろんなところにある一番問題は、中心となるべきは、ＪＡだと思

います。離農するから仕様がないと、その活用は隣、土地はまあ、更別

まだ吸収してくれますからいいですけど、周りがね、先程も言いました

ように遊休農地ないですから。その理解はしますけども、ＴＰＰの問題

は本格化なってどうなるか、誰もわかりませんけども、一番その大面積

で、畑作をやっていて、優位性に立っているように見えますけども、も

しどんなふうに決めるか、これはこれから政府与党が決めることでしょ

うけど、一番心配されるのは僕は更別だと。それで大事な畜産、酪農を

歯抜けにしていることが現実ですから。更別はあの、去年の乳価の乳量

93％、まあ特別な農協も混ぜれば下から二番目、それ現実の姿なので、

やはりそのへんのことを皆さんでお考えをいただいて、やはり緊急課題

としてひとつ進めていただきたいと。どうぞ何かあれば。 

議   長   岡出村長 

村   長 まあですね、農協改革、農地改革ですね、これについて今の制度では

ですね、私はまあ国会議員の先生方にも申してきましたけども、実際に

経営されている農業者および農業法人のための改革かどうかというもの

は疑問だと。要するに賃貸料を払い続ける、そして最後には農地を取得

しなければならない、そのことはですね、二重三重の負担になってくる

わけですね。ですからそのことについては、やはり改善をしてもらわな

ければならないということを申し上げてきました。それから 108 億と今

言われておりますけれども、110 億くらいにいくんでないかと、見込ん

でいるようでありますけども、やはり今回の消費税の３％というのは結

構重いんですね。それから資材の値上がり、電気料の値上げ、いろいろ

な悪条件が重なって、本当に 110 億を上げたからこれはいいんだという

ことにはなってこないと、そのように私は見てございまして、これらに

ついても、やはりこの選挙終わった後ですね、きちっとそういうものに

ついて対応をしてもらいたいと思っておりますので、このことについて

は、早々ですね、要望を申してまいりたいと思ってございます。それか

らやはり酪農経営がですね、今一番労働過重になっているんですね。そ

のことはもう、わかってございます。まあ、ただ酪農はできないけども、

身体の楽な畜産の方にいくとかですね、まあそういう傾向に歯止めをか

けなきゃならない、そのために私はですね、酪農振興対策の推進素地を

作ったんですから、これはこれで農協とも連携をしながらがんばってい

きたいと思ってございます。いろんな課題がございますけども、要はや

はり先程申し上げましたけども、農業者、農業を営む生産を上げていく
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人たちのためになる施策をですね、これは言い続けていかなければなら

ないなと思ってございますので、そのへんみんなですね、議会もですね、

一緒になって私はがんばっていくべきだと思ってございますんで、ご協

力方をお願いを申し上げます。 

 終わらせてもらいます。 

議   長   ２番 髙橋さん 

２番髙橋議員 通告にしたがい、一般質問させていただきたいと思います。私は質問

事項といたしまして、ＡＥＤの整備状況と今後の整備についてというこ

とで質問させていただきたいと思います。村の公有、公共用でございま

すが、施設におけるＡＥＤの整備状況と今後の整備状況についてという

ことで、近年、万が一、心筋梗塞等で倒れた場合、一命を取り留めるこ

とができる装置の一つとしてＡＥＤこれは自動体外式除細動器というの

がございます。今住民に広く安心感を与え、早急に整備することが村の

安全で安心した村づくりにつながると思う次第でございます。できるだ

け１分でも早くＡＥＤを使用した方がその生命の効果が高いということ

で、生存率が高いと言われております。まず村の現在の所有台数、管理

施設の整備状況について、お伺いしたいと思います。その他二点、質問

項目がございますので、質問したいと思います。一つ目、ＡＥＤの使用

のためのここ三年間での講習会の開催状況について伺いたいと思いま

す。二点目は、ＡＥＤ整備には 20万円以上の、１台 20万円以上の費用

が掛かると、必要と言われております。村では各種の基金がございます

が、その基金を活用した早急なＡＥＤ整備のための助成を検討すること

を提案したいと思います。村長のご答弁を伺いたいと思います。 

議   長   岡出村長 

村   長 髙橋議員のＡＥＤの整備状況と今後の整備についてのご質問にお答え

をいたします。ＡＥＤについてですね、少し説明をさせていただきます。

自動体外式除細動器といわれるものでございますけれども、心臓が痙攣

し、血液を流すポンプ機能を失った状況になった心臓に対し、電気ショ

ックを与えて正常なリズムに戻すための医療機器ということでございま

す。操作方法はですね、音声でガイドしてくれることから、一般の方も

簡単に使用することができ、平成 16年７月頃から駅、学校、公共施設や

企業等、人が多く集まるところを中心に設置されてきたわけであります。

本村の設置状況につきまして、説明させていただきますが、平成 19年度

に役場庁舎、ふるさと館、老人保健福祉センター、改善センター、診療

所と、多くの村民や村外の方が利用する公施設にリース契約によりまし

て設置をいたしました。その後学校、幼稚園と寄付により道の駅に設置

をしてございます。現在は 11施設に設置をいたしまして、隣接する４施

設が兼用で使用できる体制となっているところであります。ご質問の一

点目のですね、講習会の開催状況でございますが、ここ３年間はですね、、

ガイダンスによってですね利用できることから、３年間講習会を実施し

てきてございませんけれども、それ以前にはですね、導入時には平成 18

年度から平成 20年度にかけまして、３回講習会を開催し、５日間の講習
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で延 106 名が受講しております。消防更別支署の職員の指導により、胸

骨圧迫と人工呼吸の組み合わせによる心肺蘇生とＡＥＤの使用手順を、

人形による実践形式で行ってきたわけであります。その後ですね、時間

も経過していることから、講習を受けてない職員も増えておりますので、

この講習会はですね、必要性を感じてございますので、やっていきたい

と思ってございます。二点目の基金を活用して未整備施設の早期検討を、

とのご提案でございます。憩の家、パークゴルフ場、カントリーパーク

など、村内外から多くの方から使用される施設につきましては、まだ未

設置の状況にあるわけであります。髙橋議員がですね、言われるとおり、

ＡＥＤは１分１秒でも早く使用することにより、一命を取り留めること

が期待される医療機器でございます。ＡＥＤを備えていることで尊い命

が救われる可能性が高まることと、使用者が少ない施設だから必要ない、

あるいは滅多に使わないから費用対効果がないということを天秤にかけ

るのはですね、非常に難しい、難しい事案でありますことから、これは

ですね、可能な限り整備に向けて検討してまいりたいと思ってございま

す。できれば新年度予算に、これは政策予算ということでもございませ

んので、これは予算化できるものは新年度予算に予算化をしてまいりた

いと思っているところであります。以上、お答えといたします。 

議   長   ２番 髙橋さん 

２番髙橋議員 ご答弁ありがとうございました。11施設に設置されて、４施設につい

ては兼用できる体制となってる、というお答えでございますけども、そ

の４施設の兼用の施設を、もう一度お願いしたいのと、あとは新年度に

対して予算化して、行っていただくということはよろしいんですけども。

この講習ですね、この設置されるのはいいんですけども、講習をしない

と音声で使用状況は説明されるということなんですけども、やっぱり使

用方法がわからないとせっかく機械があってもできないということで、

ここに赤十字北海道という広報、この間区長さんを通して配られた中に、

赤十字ではこのワールドファーストエイドデイということで、１年に１

回９月の第２土曜日をファーストエイドということで、救急法というこ

とでこれを知ってもらうために、ワールドファーストエイドデイと定め、

この時にいっぱい人が集まるところ等で講習会を行っているということ

でございますので、更別もなるべくこういう日程を設けてですね、講習

会等をより多くしたらどうかなという提案がございます。またこの中に

今年の７月ということでございますけども、湧別の方でカラオケ大会で

突然倒れたということで、その時ＡＥＤがあって、使用した方も１回Ａ

ＥＤに助けられている方なんですね。それで使用方法がよくわかってい

たから、倒れた方を処置した結果、命を取り留めたという記事が載って

ますんで、その辺もう一度ちょっとご答弁をお願いしたいと思います。 

議   長   岡出村長 

村   長 隣接する施設でございますけれども、役場の物はですね、近いですか

ら社会福祉センターと併用しているということ、それから診療所にある

ものはですね、福祉の里総合センターも施設がつながっていますので、
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診療所の物を使うということ、それから改善センターに配置しているも

のはですね、コミュニティプールだとか、運動広場での併用と考えてい

るわけであります。ただですね、ご質問いただいたようにですね、やは

りその場所にあった方がいいというところについてはですね、再度検討

して、先程答弁いたしましたけども、設置できるものは設置していきた

いと思っているところであります。それからやはり講習ですね、これは

やっぱり何回も確認していくということは大事でございますので、これ

はちょっと消防職員のですね、協力もいただかなければなりませんけど

も、 

そのことについて消防とも連携を取りながら、実施してまいりたいと思

っております。以上です。 

議   長   ２番 髙橋さん 

２番髙橋議員 最後の質問になるかと思いますけども、設置されてないところについ

ては、憩の家、プラムカントリー、カントリーパークということだと思

うんですけども、最近カントリーパークでもそういう事故があったとい

うことで、やっぱり近くにないとなかなかそういう命も救われないとい

うことで、是非設置をお願いしたいということと、また講習会について

はなるべくそういう日にちを設けてやっていただきたいことを申し上げ

まして、質問を終わらせていただきたいと思います。 

議   長   岡出村長 

村   長 ＡＥＤがあったから助かったとか助からないとかっていう問題でなく

現実に心臓の病で亡くなっている事例もございますので、今各施設をで

すね、この設置について、もうすでに協議を開始してございます。です

から施設で整備するのか、村でやるのかという議論は残ってございます

けども、いずれにしてもこの対応は早期にしていきたいなと思っている

ところでありますんで、ひとつご理解をいただきたいと思ってます。 

議   長  これをもって、一般質問を終了いたします｡ 

議   長 日程第 11、議員の派遣の件を議題といたします。 

 平成27年１月21日に村内で開催される村づくり懇談会に全議員を派遣

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、平成 27年１月 21日に村内で開催されます村づくり懇談

会に全議員を派遣することに決定いたしました。 

議   長  日程第 12、閉会中の所管事務調査について、総務厚生常任委員会は福

祉の里温泉の衛生管理対策について、福祉の里総合センター健康増進室

における健康増進器具の更新と利用状況について、産業文教常任委員会

は地域おこし協力隊の活動状況について、雇用対策について、議会運営

委員会は議会運営について、議長の諮問に関する事項について、議会広

報について、それぞれ閉会中の所管事務調査として調査したい旨、各委

員長より申出があります。 
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おはかりいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の調査に付することにご異議あ

りませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の調査に付するこ

とに決定しました｡ 

 

 

 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全部終了いたしました｡ 

したがって、会議規則第７条の規定により本日をもって閉会いたした

いと思います｡ 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

したがって本定例会は、本日をもって閉会することに決定しました｡ 

 これにて平成 26年第４回更別村議会定例会を閉会いたします。 

                         （19時 10分） 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


